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東京ベイロータリークラブ
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粋でいなせなロータリアン 会長 金子高一郎

次回以降の予定
28日 「炭のお話し」

東京燃料林産株式会社
取締役社長 廣瀬直之氏

12月5日「半期を顧みて」 会長・幹事

2019年11月12日

第1322回 例会報告
会員数 出 席 出席率 前々回訂正出席率
２0人 11名 55.00％ 10月31日 100％

第2580地区ガバナー
新本博司

本日の卓話

「タッチ・ザ・ワールド」
～アートとコミュニティ～
女子美術大学専任准教授
リンダ・デニス氏(米山学友)

■ 例会日 毎週木曜日 １２：３０～１３：３０ ■ 役 員 ／ 会 長 金子高一郎
■ 例会場 〒103-8520  東京都中央区日本橋蠣殻町2-1-1 会長エレクト 岡本 隆一

ロイヤルパークホテル TEL 03-3667-1111・FAX03-3667-1615 幹 事 三宅 郁子
■ 事務局 〒130-0013  東京都墨田区錦糸1-1-5 Ａビル６Ｆ 副 幹 事 原田 俊彦

TEL 03-5637-4608 ・ FAX 03-5637-4611      
E-mail  tokyobay@club.email.ne.jp 会報委員長 市川 英治

～ROTARY CONNECTS
THE WORLD～

マーク・ダニエル・
マローニーRI会長

＜江東RC＞ 会長挨拶・報告

＜ベイRC会長＞
・本日はあたたかくお迎え頂き、ありがとうございました。
楽しく過ごしたいと思います。

<ベイRC会長報告>
・次回の例会は21日です。
・地区大会のツアー申込は28日に締め切りさせて頂きます。

■ 乾杯

■ 点 鐘
■ ロータリーソング

東京江東ロータリークラブ・東京ベイロータリークラブ合同夜間例会



11月12日合同例会での卓話は、東京農業大学客員教授 石山徹氏による
「観光経済戦略のための地域ブランドの作り方」～脳科学、心理学を応用して～でした。

江東ロータリークラブ 大澤栄一会長 河西史郎幹事
本日はお出で頂き、ありがとうございます。よろしくお願いします。

金子高一郎君 本日は、江東さんとのごうど合同例会、宜敷くお願い致します。
石山様、卓話、宜敷くお願い致します。

市川 英治君 皆さん今晩わ！今年も一カ月半を残すばかりとなりました。自然災害とはいえ、
想定外では済まされません。寒さ厳しい年末を迎え被災された方には本当に大変と
思われます。どうぞ皆さんには良い年を迎えられますよう、頑張りましょう。

荒井 節子君 江東親クラブの皆さま、今日はお世話になります。よろしく！
IMの感動が甦って参ります。特に太鼓のライブは全身に響き渡り魂が躍動しました。
ホストご快労様でした。

田中 保 君 江東ロータリーさん、今日はよろしくお願いします。
石渡 秀雄君 江東の皆様、今晩はよろしくお願い致します。
小幡 雅二君 江東RCの皆さま、よろしくお願いします。
許 瑛子 君 江東RCの皆様、よろしくお願いします。
土屋 東明君 江東RCの皆さん、宜しくお願いします。
原田 俊彦君 江東RCの皆様、本日はよろしくお願いします。
水谷 文彦君 江東RCの皆様、本日はよろしくお願い致します。

合計 ３０，０００ 円

ニコニコボックス

ローターアクトの方針に関する最近の変更について
2019年規定審議会は、国際ロータリーの組織規定を改正し、その結果、ローターアクトクラブが国際ロータリーの
加盟クラブに含まれることとなりました。4月のこの画期的な決定後、マーク・マローニーRI会長は、ローターアクター
とロータリアンから成る「Elevate Rotaract Task Force（ローターアクト地位向上タスクフォース）」を任命しました。同
タスクフォースは、ローターアクトの新しい立場をより正確に反映する方針を提案します。同タスクフォースによる話
し合いのあらゆる段階で、ローターアクターが会員として求めるものを知り、また、調査や討論グループを通じて重要
な方針の決定に加わるあらゆる機会をローターアクターに提供することが重要な目標とされました。
2019年10月理事会会合でのローターアクトについての重要な決定事項
2019年10月、国際ロータリー理事会は、「Elevate Rotaract Task Force」 の推奨に応じて、ローターアクトに関
連する方針に複数の変更を加えました。詳細は、以下をご覧ください。
ローターアクトに関連する方針で2020年7月1日から実施される変更事項についての詳細
2020年7月1日から有効となる更新された「標準ローターアクトクラブ定款」
2020年7月1日から 改定される「推奨ローターアクトクラブ細則」
ローターアクトに関する大きな変更事項と、この変更による影響についての「よくある質問」は、以下の通りです。
「ロータリー章典」への変更事項（2020年7月1日から有効）

ローターアクトクラブは、スポンサークラブ（提唱クラブ）の有無に関わらず新しいクラブを設立できるようになります。
ローターアクトクラブは、ほかのローターアクトクラブをスポンサークラブとして選ぶことができるようになります。
ローターアクトクラブには、18歳以上のすべての若い成人が入会できるようになります。
ローターアクトに関する方針は、第5章「プログラム」の部分から移され、改訂後の第2章「クラブ」の部分に記載され
ます。
方針に関する変更事項に基づき、「標準ローターアクトクラブ定款」ならびに「推奨ローターアクトクラブ細則」が改定
されます。
すべての地区委員会にローターアクターを加えることがロータリー地区に奨励されます。


